
●ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算式

自己資本の額
＝ 4％（国内基準所要自己資本比率）＞

信用リスク・アセット ＋ オペレーショナル・リスク※

※オペレーショナル・リスクの計算＝粗利益×15％の直近3年間の平均値×12.5倍

ＢＩＳ規制について

自己資本比率について

資産査定管理について

　当金庫では、営業関連部門から独立した自己査定管理
部門として、リスク統括部資産査定管理課を配置し、厳格な
自己査定の実施を行っています。
　自己査定の実施については、「自己査定事務取扱要領」

に基づき、営業店において第一次査定を実施し、本部与信
審査部門の審査部により第二次査定を実施したうえで、資
産査定管理課により、その適切性の検証を行っています。

貸倒引当金の計上基準について

　貸倒引当金については、「償却及び引当に関する規程」
に基づいて、自己査定における債務者区分を基に一般貸
倒引当金と個別貸倒引当金とを算出し、その適切性につい
て「資産査定委員会」による協議を行い、また、その結果に
ついては監査法人の監査を受け、適正な計上に努めており
ます。
　債務者区分別の引当としては、「破綻先」および「実質破
綻先」については、債権額から担保などによる回収可能見

込額を控除した全額を、「破綻懸念先」については、債権額
から担保等による回収可能見込額を控除した金額に対し、
予想損失率を乗じて算出した金額を計上しています。また
「正常先、その他要注意先および要管理先」についてもそ
れぞれの予想損失率に基づく貸倒引当金を計上しておりま
す。今後も引き続き信用リスク管理を通じた不良債権の削
減に努め、資産の健全性を維持していく方針です。

（単位：％）
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自己資本比率

平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月

13.45％
12.89％

12.13％
10.89％ 10.47％

　令和3年度末における自己資本比率は9.92%で、国内
基準の4%を大きく上回り、経営の健全性、安全性は十分
に保たれていると評価しております。
　また、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲

　自己資本は順調に増加していますが、直近の自己資本比率の低下につきましては、主に地域の皆様への貸出金増
が要因です。

げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる
利益による資本の積み上げが第一義的な自己資本充実策
であると考えております。

9.92％

　現在のＢＩＳ規制はバーゼルⅢと呼ばれ、平成26年3月末
から適用されている自己資本比率規制のことをいいます。信
用金庫に適用されるバーゼルⅢでの、自己資本比率の分母
は、「信用リスク･アセット」と「オペレーショナル・リスク」との
合算です。一方分子は、出資金・利益準備金・特別積立金
等から調整項目を控除した自己資本額となり、これをコア資
本といいます。

　リスク・アセットの計算手法は選択により、当金庫では、信
用リスクは標準的手法、オペレーショナル・リスクは基礎的
手法としています。
　信用金庫に適用される国内基準の金融機関の最低所
要自己資本比率は４％となっています。

9.92％
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信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の状況

自己査定結果（債務区分別）
対象：貸出金等与信関連債権

債務者区分 与信額

破　綻　先 267

実質破綻先 1,087

破綻懸念先 18,356

要
注
意
先

要管理先 9,751

その他
要注意先 151,411

正　常　先 619,201

非　区　分 74,249

合　　　計 874,322

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権
対象：貸出金等与信関連債権� （単位：百万円）

　 与信額
保�全�額

担保・保証等 貸倒引当金

破産更生債権
及び

これらに準ずる
債権

1,355 1,355 −

危険債権 18,356 13,185 1,538

要管理債権 4,396 1,325 69

小　　　計 24,108 15,866 1,607

正常債権 850,214

合　　　計 874,322

自己査定と開示債権との関係（令和4年3月末現在）

※�貸出金等与信関連債権：貸出金、債務保証見返、外国為替、未収利息、貸出金に準ずる仮払金、当金庫保証付私募債
※�改正信用金庫法施行規則による定義変更によりリスク管理債権と金融再生法開示債権の一本化が図られました



信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権

◆「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申
立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権です。

◆「危険債権」とは
　　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財
政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の
元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高
い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」
に該当しない債権です。

◆「要管理債権」とは
　　信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の
合計額です。

（1）「三月以上延滞債権」とは
　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三
月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない
貸出金です。

（2）「貸出条件緩和債権」とは
　債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放
棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、
「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない
貸出金です。

◆「正常債権」とは
　　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
い債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権で
す。

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権
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信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

（単位：百万円）

区　　分 開示残高
（a） 保全額（b） 保全率（％）

（b）／（a）
引当率（％）
（d）／（a−c）担保・保証等による

回収見込額（c）
貸倒引当金
（d）

破産更生債権
令和2年度 1,006 1,006 1,006 　− 100.00% −

令和3年度 1,355 1,355 1,355 − 100.00% −

危険債権
令和2年度 17,290 14,320 12,960 1,360 82.82% 31.41%

令和3年度 18,356 14,723 13,185 1,538 80.21% 29.74%

要管理債権
令和2年度 3,598 1,461 1,379 82 40.61% 3.70%

令和3年度 4,396 1,394 1,325 69 31.71% 2.25%

三月以上延滞債権
令和2年度 − − − − − −

令和3年度 − − − − − −

貸出条件緩和債権
令和2年度 3,598 1,461 1,379 82 40.61% 3.70%

令和3年度 4,396 1,394 1,325 69 31.71% 2.25%

小計
令和2年度 21,895 16,788 15,345 1,443 76.68% 22.03%

令和3年度 24,108 17,473 15,866 1,607 72.48% 19.50%

正常債権
令和2年度 819,838

令和3年度 850,214

総与信残高
令和2年度 841,733

令和3年度 874,322

※注1：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　注2：上記は部分直接償却後の金額です。
　注3：「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

■保全状況
　令和4年3月末現在における信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権上の不良債権のうち、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の開示残高は13億55百万円ですが、不動産担保や保証機関による保証、貸倒
引当金等で100％保全されております。
　一方、「危険債権」及び「要管理債権」合計の開示残高は227億52百万円で、この保全率は70.84％です。この結果、不
良債権全体の保全率は72.48％となります。



信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権

◆「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申
立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権です。

◆「危険債権」とは
　　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財
政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の
元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高
い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」
に該当しない債権です。

◆「要管理債権」とは
　　信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の
合計額です。

（1）「三月以上延滞債権」とは
　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三
月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない
貸出金です。

（2）「貸出条件緩和債権」とは
　債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放
棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、
「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない
貸出金です。

◆「正常債権」とは
　　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
い債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権で
す。

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権
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